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【Ⅱ－４ 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価－⑥】 

⑥ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要

度の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

高度急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、ハ
イケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、評価項目及び
該当患者割合の在り方を見直すとともに、業務負担の軽減及び測定の適
正化の観点から、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導
入する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当患
者の要件について、以下の見直しを行う。 

 
（１）「創傷処置」について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ

の評価対象となる診療行為（重度褥瘡処置を除く。）が実施された場
合を評価対象とする。 

 
（２）「呼吸ケア」について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ

の評価対象となる診療行為が実施された場合を評価対象とする。 
 
（３）「点滴ライン同時３本以上の管理」について、「注射薬剤３種類以

上の管理」に変更し、評価対象は一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度における同項目と同様とする。 

 
（４）Ａ項目から「心電図モニターの管理」及び「輸液ポンプの管理」

の項目を削除した上で、該該当患者割合の基準について、「Ａ得点３
点以上かつＢ得点４点以上」に該当する患者の割合が一定以上であ
ることから、以下の①及び②のいずれも満たすことに変更する。 

 
① Ａ項目のうち、「蘇生術の施行」、「中心静脈圧測定」、「人工呼吸

器の管理」、「輸血や血液製剤の管理」、「肺動脈圧測定」又は「特
殊な治療法等」のいずれかに該当する患者の割合が一定以上であ
ること。 

② Ａ項目のうちいずれかに該当する患者の割合が一定以上であ
ること。 
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２．レセプト電算処理システム用コードを用いた評価（重症度、医療・

看護必要度Ⅱ）を導入する。 
 

 改 定 案 現   行 

ハイケアユニッ

ト用の重症度、医

療・看護必要度Ⅰ

の割合 

ハイケアユニッ

ト用の重症度、医

療・看護必要度Ⅱ

の割合 

ハイケアユニッ

ト用の重症度、医

療・看護必要度の

割合 

ハイケアユニット入

院医療管理料１ 

割合①：１割５分 

割合②：８割 

割合①：１割５分 

割合②：８割 
８割 

ハイケアユニット入

院医療管理料２ 

割合①：１割５分 

割合②：６割５分 

割合①：１割５分 

割合②：６割５分 
６割 

 
［経過措置］ 

令和６年３月 31 日においてハイケアユニット入院医療管理料１若
しくはハイケアユニット入院医療管理料２又は救命救急入院料１若し
くは救命救急入院料３に係る届出を行っている病室については、令和
令和６年９月 30 日までの間に限り、それぞれ当該入院料等に係る重
症度、医療・看護必要度に関する要件を満たすものとみなす。 




